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議第８号 

東部大阪都市計画生産緑地地区の変更について 

（門真市決定） 
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名称 位置 面積 備考 図面

浜 門真市 浜町地内 約0.14ha 1/6

大橋 門真市　　大橋町地内 約0.18ha 2/6

北巣本－２ 門真市　北巣本町地内 約0.08ha 2/6

巣本 門真市　　巣本町地内 約0.12ha 2/6

巣本-２ 門真市　　巣本町地内 約0.09ha 2/6

柳田－２ 門真市　　柳田町地内 約0.15ha 3/6

柳田－３ 門真市　　柳田町地内 約0.15ha 3/6

一番－１ 門真市　　一番町地内 約0.83ha 3/6

一番－２ 門真市　　一番町地内 約0.04ha 3/6

打越－１ 門真市　　打越町地内 約0.09ha 3/6

打越－２ 門真市　　打越町地内 約0.16ha 3､4/6

打越－３ 門真市　　打越町地内 約0.26ha 3､4/6

打越－４ 門真市　　打越町地内 約0.12ha 4/6

打越－５ 門真市　　打越町地内 約0.18ha 3/6

打越－６ 門真市　　打越町地内 約0.32ha 4/6

舟田－１ 門真市　　舟田町地内 約0.22ha 4/6

舟田－２ 門真市　　舟田町地内 約0.58ha 4/6

舟田－３ 門真市　　舟田町地内 約1.19ha 4/6

舟田－４ 門真市　　舟田町地内 約0.10ha 4/6

沖－１ 門真市 沖町地内 約0.09ha 4/6

沖－３ 門真市 沖町地内 約0.20ha 4/6

沖－４ 門真市 沖町地内 約0.15ha 4/６

五月田－１ 門真市　五月田町地内 約0.13ha 3/6

東部大阪都市計画生産緑地地区（門真市）の変更

東部大阪都市計画生産緑地地区（門真市）を次のように変更する。
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名称 位置 面積 備考 図面

五月田－２ 門真市　五月田町地内 約0.10ha 4/6

五月田－３ 門真市　五月田町地内 約0.09ha 4/6

南野口 門真市　南野口町地内 約0.57ha 4/6

岸和田－１ 門真市北岸和田３丁目地内 約0.37ha 4/6

岸和田－２ 門真市北岸和田２丁目地内 約0.37ha 4/6

岸和田－４ 門真市　岸和田２丁目地内 約0.09ha 4/6

岸和田－６ 門真市　　東江端町地内 約0.07ha 6/6

岸和田－８ 門真市　岸和田４丁目地内 約0.20ha 6/6

岸和田－１０ 門真市北岸和田３丁目地内 約0.06ha 4/6

岸和田－１１ 門真市　岸和田１丁目地内 約0.09ha 4/6

岸和田－１２ 門真市　岸和田２丁目地内 約0.06ha 4/6

岸和田－１３ 門真市　岸和田２丁目地内 約0.08ha 4/6

岸和田－１４ 門真市　岸和田３丁目地内 約0.13ha 4/6

岸和田－１５ 門真市　　東江端町地内 約0.10ha 6/6

岸和田－１７ 門真市北岸和田２丁目地内 約0.16ha 4/6

下馬伏 門真市　下馬伏町地内 約0.21ha 4/6

江端－１ 門真市　　江端町地内 約0.26ha 4､6/6

江端－２ 門真市　　江端町地内 約0.36ha 6/6

千石東 門真市　　千石東町地内 約0.38ha 6/6

北島－３ 門真市　　北島町地内 約0.39ha 3､5/6

北島－４ 門真市　　北島町地内 約0.13ha 3､5/6

北島－５ 門真市　　北島東町地内 約0.24ha 4/6

北島－６ 門真市　　大字打越地内 約0.08ha 4/6
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名称 位置 面積 備考 図面

北島－７－１ 門真市　　大字打越地内 約0.15ha 4/6

北島－７－２ 門真市　　大字北島地内 約0.10ha 4/6

北島－７－３ 門真市　　大字北島地内 約0.09ha 4/6

北島－７－４ 門真市　　大字北島地内 約0.31ha 4/6

北島－７－５ 門真市　　大字北島地内 約0.24ha 4､6/6

薭島－１ 門真市　　ひえ島町地内 約0.31ha 5/6

薭島－２ 門真市　　ひえ島町地内 約0.06ha 5/6

薭島－４ 門真市　　ひえ島町地内 約1.12ha 5/6

薭島－６ 門真市　　ひえ島町地内 約0.14ha 5/6

薭島－７ 門真市　　ひえ島町地内 約0.05ha 5/6

薭島－8 門真市　　ひえ島町地内 約0.12ha 5/6

薭島－9 門真市　　ひえ島町地内 約0.03ha 5/6

三ツ島－１ 門真市　三ツ島1丁目地内 約0.16ha 5/6

三ツ島－２ 門真市　三ツ島1丁目地内 約0.08ha 5/6

三ツ島－３ 門真市　三ツ島1丁目地内 約0.11ha 5/6

三ツ島－４ 門真市　三ツ島4丁目地内 約0.12ha 6/6

三ツ島－６ 門真市　三ツ島4丁目地内 約0.17ha 6/6

三ツ島－９ 門真市　三ツ島4丁目地内 約0.12ha 6/6

三ツ島－１０ 門真市　三ツ島6丁目地内 約0.12ha 6/6

三ツ島－１１ 門真市　三ツ島２丁目地内 約0.23ha 5/6

三ツ島－１５ 門真市　三ツ島5丁目地内 約0.18ha 6/6

三ツ島－１７ 門真市　三ツ島3丁目地内 約0.17ha 5/6

三ツ島－２２ 門真市　三ツ島4丁目地内 約0.27ha 6/6

合計 69地区 約14.61ha
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理 由 

市街化区域への編入地区において、農地等を計画的に保全し、良好

な都市環境の形成に資することを目的とし、生産緑地地区（北島－７

－１、北島－７－２、北島－７－３、北島－７－４、北島－７－５）

の追加指定を行うものです。 

また生産緑地地区（大池）について、生産緑地法第 10条第２項の

規定に基づく買取り申出があり、農業従事者への斡旋も不調に終わ

りましたので、廃止するものです。 
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議第９号 

東部大阪都市計画公園の変更について 

（門真市決定） 
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1.都市計画公園中2・2・223-7号柳町公園を次のように変更する。

約 0.31 ha

「区域は計画図表示のとおり」

2.都市計画公園中2・2・223-3号中町公園及び2・2・223-4号石原公園を廃止する。

備　　考
番　号 公園名

街区公園 2・2・223-7 柳町公園
 門真市
 柳町地内

修景施設、園路広場、
遊戯施設、休養施設

東部大阪都市計画公園の 変　更 門真市決定

種　別
名　　称

位　　置 面　　積
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理   由 

 

 

門真市パークイノベーション計画（令和５年３月策定）において、利用が見込めない都市

計画公園については代替の公園用地を確保したうえで廃止し、用途転換などを検討するとし

ている。本計画に基づき、東部大阪都市計画公園２・２・２２３－４号石原公園については、

近隣の公共施設跡地を活用した新たな公園整備により公園機能が補完されることが確実であ

るため、都市計画公園を廃止するものである。 

東部大阪都市計画公園２・２・２２３－７号柳町公園について、都市計画区域内に一部未

供用の区域が存しているが、供用済みの区域内で公園としての機能は十分に確保されており、

新たに整備する必要がないと判断したため、都市計画区域を変更するものである。 

  東部大阪都市計画公園２・２・２２３－３号中町公園は門真市庁舎エリア整備区域に含ま

れており、公共施設の再編を含む門真市庁舎エリア整備により、中町公園と同等以上の機能

を有する広場等が新たに整備されることから、都市計画公園を廃止するものである。 
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議第 10号 

東部大阪都市計画道路の変更について 

（門真市決定） 
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東部大阪都市計画道路の変更（門真市決定） 

 

東部大阪都市計画道路中、3･4･223－18 号 新橋柳線を､次のように変更する。 

種

別 

名称 位置 区域 構 造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経過地 
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区

間における

鉄道等との

交差の構造 

幹

線

街

路 

3･4･

223-18 

 

新橋柳

線 

門真市

新橋町

地内 

門真市

柳町地

内 

門真市

新橋町

地内 

約 540

ｍ 
地表式 2 車線 16ｍ 

大阪モノレ

ールと立体

交差 

幹線街路と

立体交差１

箇所 

幹線街路と

平面交差１

箇所 

門真市駅

前交通広

場面積約

7,800 ㎡ 

なお、門真市新橋町地内に門真市駅前交通広場を設ける。 

「区域及び構造は計画表示のとおり」 
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理    由 

 

 

 門真市駅前地区は、京阪電鉄と大阪モノレールが接続し交通結節機能を有す

る門真市駅前に位置し、本地区において市街地再開発事業が予定されている。 

本事業において、交通結節点に相応しい駅前空間の形成を図るため、本案の

とおり東部大阪都市計画道路３・４・223－18号新橋柳線を変更するものである。 
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議第 11号 

東部大阪都市計画第一種市街地再開発事業 

の変更について 

（門真市決定） 
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東部大阪都市計画第一種市街地再開発事業の変更（門真市決定） 

 

都市計画門真市駅前地区第一種市街地再開発事業を次のように変更する。 

名称 門真市駅前地区第一種市街地再開発事業 

面積 約 2.0ha 

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 

種別 名称 幅員 延長 備考 

幹線街路 
3・4・223-18 

新橋柳線 

約 16ｍ 

（約 16

ｍ） 

約 265ｍ 

（約 540

ｍ） 

都市計画道路、駅前交

通広場（面積：約 7,800

㎡） 

（）内は全幅員・全延長 

特殊街路 新橋町側道線 

約 4ｍ 

（約 4

ｍ） 

約 159ｍ 

（約 251

ｍ） 

（）内は全幅員・全延長 

特殊街路 
門真市駅 

南北線 

約 4ｍ 

（約 5

ｍ） 

約 34ｍ 

（約 128

ｍ） 

（）内は全幅員・全延長 

区画街路 区画道路 

約 11ｍ 

（約 11

ｍ） 

約 49ｍ 

（約 49

ｍ） 

（）内は全幅員・全延長 

建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
計
画 

建築物 

主要用途 

備考 

建築面積 
延べ面積 

（容積対象） 
地区計画の主な制限内容 

約 6,300㎡ 
約 74,000㎡ 

(約 52,000㎡) 

商業施設 

住宅 

業務施設 

 

容積率の最高限度 60/10 

容積率の最低限度 30/10 

建蔽率の最高限度 7/10 

建築面積の最低限度 200㎡ 

壁面の位置の制限 2ｍ 

建
築
敷
地
の
整
備
に
関
す
る
計
画 

建築敷地 

面積 
整備計画 

約 8,700㎡ 壁面の位置の制限により空地を確保する。 
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理    由 

 

 

東部大阪都市計画門真市駅前地区第一種市街地再開発事業について、東部大

阪都市計画道路３・４・223－18号新橋柳線の区域変更及び安全で快適な歩行者

空間を確保するため駅と建築物の動線を整備することに伴い、変更するもので

ある。 
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議第 12号 

東部大阪都市計画地区計画（門真市駅前地区） 

の変更について 

（門真市決定） 

19
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東部大阪都市計画地区計画の決定（門真市決定） 

 

都市計画地区計画（門真市駅前地区）を次のように決定する。 

 

1.地区計画の方針 

名    称 門真市駅前地区地区計画 

位    置 門真市新橋町の一部 

面    積 約 2.0ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

本地区は、門真市都市計画マスタープランにおいて「賑わい中心拠点」に

位置付けられており、様々な都市機能や活動の集積による賑わいを生み出

し、本市の都心部として市内外の交流や魅力発信の場となる拠点として設定

されているため、合理的かつ健全な土地の高度利用と都市機能の更新を図る

市街地再開発事業を実施し、魅力ある都市機能として商業、業務及び居住機

能等を提供できる施設や駅前広場、区画道路などの空間を含めて一体的に整

備することで、拠点性、集客性、賑わいを生み出す。 

土地利用の方針 

土地の高度利用を促進し、駅前の立地を活かした賑わい・交流の創出や生

活利便性の向上に資するために、商業・居住機能等の都市機能を導入すると

ともに、安全で快適な歩行者空間を確保し、交流機能を充実する。 

地区施設の整備 

の方針 

市街地再開発事業で整備される区画道路を地区施設とし、区域の回遊性の

向上を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

土地の合理的かつ健全な高度利用等を図るため、建築物の容積率の最高限

度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度

並びに壁面の位置の制限を定める。 

また、良好な市街地環境の形成等を図るため、建築物等の用途の制限を定

める。 
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2.地区整備計画 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 

及び規模 
・区画道路（幅員約 11m、延長約 49m） 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の 

区

分 

地区の 

名称 
門真市駅前地区 

地区の 

面積 
約2.0ha 

建築物等の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

 

（１） 法別表第二（に）項第六号で定めるもの（床面積の合計が15平方メー

トルを超える畜舎）ただし、動物病院及びペットショップの用途に供

するものを除く。 

（２） 法別表第二（ほ）項第二号で定めるもの（マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの） 

（３） 法別表第二（と）項第四号で定めるもの（火薬類及び危険物の貯蔵又

は処理に供するもので政令で定めるもの） 

（４） 法別表第二（り）項第二号及び第三号で定めるもの（キャバレー、個

室付浴場など） 

建築物の容積

率の最高限度 
10分の60 

建築物の容積

率の最低限度 

10分の30 

ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 

建築物の建蔽

率の最高限度 

10分の7 

ただし、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築

物にあっては10分の1，第1号及び第2号に該当する建築物にあっては10分の2を

加えた数値とする。 

建築物の 

建築面積の 

最低限度 

200㎡ 

ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 

壁面の位置の

制限 

建築物の壁又はこれに代わる柱の面は計画図に示す壁面の位置の制限を超

えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は上空に設けられる渡り

廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物についてはこの限りではな

い。 

備考  
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理    由 

 

 

 門真市駅前地区は、京阪電鉄と大阪モノレールが接続し交通結節機能を有す

る門真市駅前に位置し、本地区において市街地再開発事業が予定されている。 

東部大阪都市計画道路３・４・223－18号新橋柳線の区域変更に伴い、地区施

設の配置について見直しが必要になったため、本案のとおり変更するものであ

る。 
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議第 13号 

門真市立地適正化計画の変更について 
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理  由 

 

 本市の立地適正化計画は、居住機能や都市機能誘の誘導を実施す

るための計画として、平成 29（2017）年に策定され、令和４年３月

にＰＤＣＡサイクルに基づく第１回の中間見直しを行っている。 

令和７年 10 月 31 日付けで区域区分が見直され、市域全体が市街

化区域となったことに伴い、持続可能で歩いて暮らせる集約型のま

ちづくりを目指す取り組みをさらに推進するために、都市機能の追

加、都市機能誘導区域の変更などの必要が生じたことから、門真市

立地適正化計画の変更を行うものである。 
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